
   明細書等の編綴の並び

・総     括     票

・鹿児島市  請求書（４６００１４）

 ＊ 国保入院 ・国保入院外に同じ
 ＊ 退職者入院 ・退職入院外に同じ

 ＊国保入院外 ①７０歳以上９割と公費併用
②７０歳以上９割単独
③７０歳以上７割と公費併用
④７０歳以上７割単独
⑤一般分と公費併用
⑥一般分単独
⑦六歳と公費併用
⑧六歳単独

 ＊退職者入院外 ①本人と公費併用
②本人単独
③退職前期高齢者（月遅れ分）

　　（～H20.3月診療分）
④扶養と公費併用
⑤扶養単独
⑥六歳と公費併用
⑦六歳単独

 ＊在医総・在医総管 ・国保入院外の①～⑧に同じ
・退職者入院外の①～⑦に同じ

 ＊老人入院 ・月遅れ分
（～H20.3月診療分）

 ＊老人入院外 

 ＊在医総・在医総管

・鹿屋市（４６００３０）鹿児島市と同様

・屋久島町（４６１３８４）鹿児島市と同様

・鹿児島県広域連合　請求書（３９４６０００１）

＊後期高齢者入院

＊後期高齢者外来
　・国保入院外の①～④に同じ
　　　　

 ＊在医総・在医総管

・台紙

　
県

内

分

※
国
保
分
・
後
期
分
そ
れ
ぞ
れ
を
綴
じ
た
後
全
体
を
１
つ
で
し
っ
か
り
と
綴
じ
る

後期高齢者分は市
町村毎に請求書を
作成する必要はあり
ません



 ・総括票
　国民健康保険分（国保・退職と老人～H20.3月診療分）

 ・医師国保 （鹿児島市と同様）

 ・歯科医師

 ・保険者コードの若い順

 ・台紙

後期高齢者分

 ・39010004

　・39470000

 ・台紙

県
外
・
組
合
分

※
国
保
分
 ・
後
期
分
そ
れ
ぞ
れ
を
綴
じ
た
後
全
体
を
１
つ
で
綴
 じ
 る

県外・組合分は台紙が２枚必要となります

請求書は各県の広域連
合毎に作成する


	編綴の並び

